
奈
良
県
告
示
第
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

指
定
の
場
所
（
平
成
二
十
一
年
六
月
十
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

大
和
郡
山
市
新
中
町
四
三
番
地
ノ
一
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

プ
レ
ス
テ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
本
剛
二

三

申
請
者
住
所

大
和
郡
山
市
城
南
町
五
番
三
七
号

四

道
路
の
幅
員

四
・
三
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五

道
路
の
延
長

三
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
十
七
日

七

指
定
番
号

郡
土
第
二
一
〇
二
号


		2009-06-29T17:40:42+0900
	naraken.




